
利用定員の設定について

「認可定員」とは

教育・保育施設（認定こども園・幼稚園・保育所）や地域型保育事業（家庭的保育事業・

小規模保育事業・事業所内保育事業・居宅訪問型保育事業）の認可を受ける際に、その設

備及び運営の基準を満たす定員のことをいいます。

教育・保育施設については兵庫県が、地域型保育事業については加古川市が、それぞれ

認可を行っています。

「利用定員」とは

認可を受けた教育・保育施設及び地域型保育事業のうち、市が定めた運営に関する基準

に沿って教育及び保育を提供する施設・事業者であるかどうかを「確認」する際に、認可

定員の範囲内で設定する定員のことをいいます。

市から「確認」を受けた特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所は、子ども・子

育て支援法に基づく施設型給付・地域型保育給付の対象となります。

市が「利用定員」を設定するにあたっては、子ども・子育て支援法に基づき、子ども・子

育て会議で意見聴取を行うものとされています。

以下の施設・事業所は、現在、兵庫県及び加古川市と認可に向けた協議を行っているとこ

ろであり、設置認可後、加古川市が確認を行う際に設定する利用定員の案について、当会議

で意見聴取を行うものです。

（１）平成3１年４月１日付け認可（予定）に伴う利用定員の設定（案）

保育所、地域型保育事業の新設及び施設類型の変更に伴い、新たに設定する利用定員

（案）は次のとおりです。
（単位：人）

提

供

区

域

施設・事業所名等
利用定員数

※（）は利用定員増減予定数

公

私
施設類型 名称 所在地

1号

認定

２号

認定

３号

認定
合計

Ａ 私 保育所 ポポラー加古川別府園 別府町本町１丁目16
36

(0)

27

(0)

63

(0)

Ａ 私 小規模保育 のぞみ保育園 加古川町中津610-2
12

(12)

12

(12)

Ｃ 公 認定こども園 東神吉こども園 東神吉町神吉182-1
40

(0)

39

(-9)

21

(9)

100

(0)

全

域
利用定員増減予定数合計 0 -9 21 12
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（２）参考

平成30年度第２回（平成 30年 10月 15日開催）の加古川市子ども・子育て会議

にて意見聴取した利用定員の設定に関する案件は次のとおりです。

①平成31年4月 1日付け認可（予定）に伴う利用定員の設定（案）

（単位：人）

提

供

区

域

施設・事業所名等
利用定員数

※（）は利用定員増減予定数

公

私
施設類型 名称 所在地

1号

認定

２号

認定

３号

認定
合計

Ａ 私 小規模保育 あおい保育園 尾上町養田648-1
12

(12)

12

(12)

Ａ 私 小規模保育 第２かくりん保育園 野口町良野841-1
19

(19)

19

(19)

Ａ 私 小規模保育
ぬくもりのおうち保育

東加古川園

平 岡 町 新 在 家 ２ 丁 目

270-11 ラ・ブローテ

東加古川101号

12

(12)

12

(12)

Ａ 私 事業所内保育
ヤクルトキッズスクール

加古川
野口町長砂627-1

19

(19)

19

(19)

C 私 認定こども園
認定こども園おおぞら保育

園
東神吉町天下原715-12

30

（30）

100

(-30)

50

(0)

180

(0)

全

域
利用定員増減予定数合計 30 -30 62 62


